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個人で
 初めてご利⽤される⽅ 

個人で
２回目以降のご利⽤される⽅

障害者⼿帳を受付に提示 

利⽤施設に応じたロッカーキーの借⽤ 

『施設利⽤許可申請書』に必要事項をご記⼊ 

『利⽤証』を受付へ提示 

受付で⼿帳情報や通院状況などを確認し、 
利⽤者登録完了後、「利⽤者証」を発⾏

ロッカーキーを受付へ返却 

『利⽤証』を受付に提示 

利⽤施設に応じたロッカーキーを借⽤ 

施設利⽤ 

ロッカーキーを受付へ返却 

『利⽤証』を受付へ提示 

団体利⽤の⽅ 

団体登録（「団体登録申請書」等、必要書類を提出

施設仮予約（受付窓口、電話、FAX※、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） 
※･･･聴覚障害者のみ

受付にて『使⽤許可申請書』に必要事項を記載 

『使⽤許可書』を交付 

施設利⽤（『使⽤許可書』を受付に提示） 

利⽤後に施設利⽤チェックシートの記⼊ 

受付へ、チェックシートを提出し、 
ロッカーキーをまとめて返却 

必要物品の受渡し（ロッカーキーは必要個数を 
まとめてお渡し、チェックシート等） 

施設利⽤ 
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